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Ａ 

具体的に介護支援専門員として実 

務に従事する予定があり、証の有

効期間を更新したい。 

 

Ｂ 

具体的に介護支援専門員として実 

務に従事する予定は今のところ無 

いが、急な異動や再就職に備え、 

証の有効期間を更新したい。 

 

Ｃ 

具体的に介護支援専門員として実 

務に従事する予定が無く、証の有 

効期間を更新しない。 

 

 

今は、研修を受講する必要はありません。 
 

証は失効しても、登録は消除されません。 

今後、介護支援専門員として実務に従事す

る場合には、再研修を受講･修了し証の再

交付を受けてから実務に就いてください。 
 

 

富山県介護支援専門員 

「更新研修Ｂ（実務未経験者）」 

 

＊介護支援専門員証の有効期間満了までに

修了してください。 

＊３年８月～10 月開催予定です。 

○54 時間以上(12 日間) 

○受講料：25,000 円 

富山県介護支援専門員「再研修」 

 

＊研修修了後に専門員証の交付申請をし、専

門員証の再交付を受けてから実務に就く

ことが出来ます。 

＊３年８月～10 月開催予定です。   

     ○54 時間以上(12 日間) 

○受講料：25,000 円 

 

介護支援専門員証が失効（有効期間 

切れ）している。 

 

Ｑ.「介護支援専門員として実務に

従事」（※）する予定があります

か？ 
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富山県介護支援専門員 更新研修Ｂ（実務未経験者）・再研修 

 

 

 

Ｑ現在有効な介護支援専門員証の

有効期間内に、「介護支援専門員

として実務に従事」（※）してい

ますか、または、従事していまし

たか？ 

 

（※）介護支援専門員として就労し、介

護（予防）サービス計画作成（特定施設

サービス計画書も含）等に従事すること

を指します。期間の長短は問いません。 

・指定居宅介護支援事業所の管理者業務

は実務経験として認められます。 
・認定調査業務のみを行っていた場合や

利用者・サービス提供事業者との連絡調

整を補助的に行うのみで、サービス計画

の作成を行っていない場合は、実務経験

としては認められません。 

 

いいえ 

Ａ･Ｂ 

Ｃ 

 

は  い 

い 

いいえ 

 

はい 


